
大分県自立支援協議会

令和７年度第１回

日時：令和７年８月４日（月）10:00 ～ 12:00
場所：大分県庁舎本館８階 82会議室



大分県自立支援協議会の役割等について

【行政説明資料】



自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て

自
立
支
援
協
議
会
の
法
定
化

出
典

：
社

会
保

障
審

議
会

障
害

者
部

会
（
第
11
4回

（
R
3.
7.
16

）
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助
言

等

●
市

町
村

相
談

支
援

事
業

障
が

い
児

等
地

域
療

育
等

支
援

事
業

発
達

障
が

い
者

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

高
次

脳
機

能
障

が
い

者
支

援
体

制
整

備
事

業

障
害

者
就

業
・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
情

報
や

知
見

を
共

有
、

普
及

●
専

門
的

分
野

の
相

談
支

援
事

業

連
携

方
法

の
確

認
等

大
分

県
自

立
支

援
協

議
会

・
県

内
の

相
談

支
援

体
制

の
状

況
に

つ
い

て
情

報
共

有
・
部

会
の

協
議

内
容

等
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

助
言

・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
へ

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
、

相
談

支
援

従
事

者
研

修
内

容
等

に
反

映

・
市

町
村

の
相

談
支

援
事

業
や

自
立

支
援

協
議

会
の

状
況

を
各

圏
域

ご
と

に
確

認
・

相
談

支
援

従
事

者
に

対
す

る
研

修
の

内
容

等
に

つ
い

て
検

討

相
談

支
援

・
研

修
部

会
地

域
移

行
専

門
部

会

・
地

域
移

行
に

関
す

る
課

題
を

把
握

、
分

析
し

、
支

援
策

に
つ

い
て

検
討

・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
の

地
域

移
行

に
関

す
る

取
り

組
み

状
況

に
つ

い
て

把
握

し
、

適
切

な
支

援
、

助
言

状
況

把
握

ア
プ

ロ
ー

チ

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

精
神

障
が

い
者

地
域

移
行

ワ
ー

キ
ン

グ

○
大

分
県

自
立

支
援

協
議

会
の

所
掌

事
務

１
市

町
村

に
お

け
る

相
談

支
援

体
制

の
状

況
の

把
握

、
評

価
及

び
整

備
方

針
に

関
す

る
助

言
を

行
う

こ
と

２
相

談
支

援
事

業
者

に
対

す
る

研
修

の
在

り
方

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
３

障
が

い
者

の
地

域
移

行
に

関
す

る
課

題
や

困
難

事
例

に
つ

い
て

議
論

し
、

支
援

方
法

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

４
専

門
的

分
野

に
お

け
る

障
が

い
者

等
に

対
す

る
支

援
方

策
に

関
し

、
情

報
及

び
知

識
を

共
有

す
る

と
と

も
に

、
普

及
啓

発
を

行
う

こ
と

５
市

町
村

相
談

支
援

機
能

強
化

事
業

及
び

県
の

相
談

支
援

体
制

整
備

事
業

等
に

よ
る

市
町

村
の

相
談

支
援

体
制

へ
の

支
援

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
６

そ
の

他
、

障
が

い
者

等
へ

の
相

談
支

援
に

関
し

必
要

な
事

項

※
平

成
２

６
年

度
設

置

大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て

子
ど

も
部

会

※
平

成
３

０
年

度
設

置

市
町

村
担

当
者

会
議

事 務 局事
務

局
会

議
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月

市
町

村
担

当
者

会
議

事
務

局
会

議

多
様

な
働

き
方

支
援

検
討

会
(P

T
)

相
談

支
援

・
研

修
部

会

地
域

移
行

専
門

部
会

子
ど

も
部

会

精
神

障
が

い
者

地
域

移
行

ﾜ
ｰ
ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞ

令
和

7
年

度
大

分
県

自
立

支
援

協
議

会
関

連
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

令
和

７
年

令
和

８
年

自
立

支
援

協
議

会

障
が

い
の

あ
る

方
の

就
労

に
関

す
る

課
題

や
問

題
点

の
洗

い
出

し
  

等

※
令

和
７

年
度

の
取

組
予

定

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

等
の

取
組

状
況

把
握

･
助

言
指

導
、

ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｻ
ﾞ
ｰ
派

遣
事

業
(基

幹
相

談
支

援
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
の

設
置

、
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

の
整

備
･
運

用
)

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

で
明

ら
か

に
な

っ
た

課
題

の
検

討
 等

市
町

村
担

当
者

間
の

連
携

推
進

、
市

町
村

の
取

組
の

均
て

ん
化

（
優

良
事

例
の

提
供

等
）

、
情

報
共

有
・

連
携

の
推

進
  

等

医
療

的
ｹ
ｱ
児

・
発

達
障

が
い

児
の

支
援

の
あ

り
方

等
検

討
  

等

精
神

障
が

い
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
に

係
る

協
議

の
場

設
置

・
活

性
化

の
推

進
、

地
域

移
行

支
援

・
地

域
定

着
支

援
の

推
進

、
医

療
と

地
域

の
連

携
の

推
進

  
等

に
も

包
括

の
推

進
に

向
け

た
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
W

G
と

の
連

携
及

び
協

働
、

居
住

支
援

協
議

会
と

の
連

携
、

障
害

児
入

所
施

設
に

入
所

す
る

障
害

児
の

移
行

状
況

の
把

握
・

課
題

整
理

、
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

整
備

へ
の

助
言

　
等

研
修

体
制

の
検

討
、

市
町

村
や

専
門

員
と

の
連

携
強

化
、

基
幹

相
談

支
援

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
設

置
促

進
及

び
機

能
充

実
・

強
化

に
向

け
た

支
援

、
人

材
育

成
ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ｮ
ﾝ
 等

市
町

村
担

当
者

会
議

子
ど

も
部

会

地
域

移
行

専
門

部
会

相
談

支
援

・
研

修
部

会

自
立

支
援

協
議

会

精
神

障
が

い
者

地
域

ﾜ
ｰ
ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞ

多
様

な
働

き
方

支
援

検
討

会
(P

T
)

会
議

会
議

事
務

局

会
議

事
務

局

会
議

事
務

局

会
議

事
務

局

会
議

事
務

局

会
議

会
議

会
議

事
務

局

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議

会
議
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法
定
（
相
談
・サ
ビ
管
）
研
修
実
施
状
況
報
告

【相
談
支
援
専
門
員
研
修
】

【サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
・児
童
発
達
管
理
責
任
者
研
修
】

R
6実

績
R
7受

講
者
数

研
修

57
名

63
名

初
任
者
研
修

71
名

57
名

現
任
研
修

17
名

18
名

主
任
研
修

R
6実

績
R
7受

講
者
数

研
修

18
1名

29
4名

相
談
支
援
従
事
者
初
任
者
研
修
（
講
義
部
分
）

26
6名

約
25
0名

基
礎
研
修

21
1名

8/
22
ま
で
募
集

実
践
研
修

18
1名

18
8名

更
新
研
修
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基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
（
R
7.
4.
1時

点
）

農
協
共
済
別
府
リハ
ビ
リテ
ー
シ
ョン
セ

ン
ター

障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
ター

(福
)農
協
共
済
別
府
リハ
ビ

リテ
ー
シ
ョン
セ
ン
ター

別
府
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
支
援
事
業
所
ぱ
れ
っと

(福
)別
府
発
達
医
療
セ
ン

ター

障
害
者
相
談
支
援
セ
ン
ター
た
い
よ
う

(福
)太
陽
の
家

障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
ター
泉

(福
)み
の
り会

(福
)九
州
キ
リス
ト
教
社
会
福
祉
事
業
団

中
津
市
障
が
い
者
等
基

幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

(福
)す
ぎ
の
こ村

日
田
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

(福
)大
分
県
社
会
福
祉
事
業
団

杵
築
市
社
会
福
祉
協
議
会

(福
)杵
築
市
社
会
福
祉
協

議
会

杵
築
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

み
の
り障

が
い
者
生
活
支
援
セ
ン
ター

(福
)み
の
り村

日
出
町
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

太
陽
の
家
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン

ター
(福
)太
陽
の
家

相
談
支
援
事
業
所
ほ
ほ
え
み

(福
)大
分
県
社
会
福
祉
事

業
団

(福
)わ
か
ば
会

佐
伯
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

(福
)青
山
２
１

(同
)ま
る
ま
る

(福
)み
ず
ほ
厚
生
セ
ン
ター

臼
杵
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

(福
)聖
母
の
騎
士
会

(有
)ぶ
ん
ご
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
メン
ト

(福
)豊
海
会

相
談
支
援
事
業
所
や
ま
な
み

(福
)や
ま
な
み
福
祉
会

竹
田
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

竹
田
市
心
の
相
談
支
援
事
業
所

(医
)雄
仁
会

福
祉
農
場
コロ
ニ
ー
久
住
相
談
支
援

事
業
所

(福
)博
愛
会

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
ター
サ
ライ

(福
)紫
雲
会

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
ター
「ア
ー
チ
」

(福
)清
流
会

宇
佐
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
支
援
事
業
所

ぬ
くも
り暖

(一
社
)宇
佐
市
民
自
治
研

究
セ
ン
ター

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
ター
サ
ライ

(福
)紫
雲
会

豊
後
大
野
市
障
が
い
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

玖
珠
町
役
場
福
祉
保
険
課

九
重
町
・玖
珠
町

障
が
い
者
基
幹
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

九
重
町
役
場
地
域
共
生
支
援
課

(福
)大
分
県
社
会
福
祉
事
業
団

(福
)す
ぎ
の
こ村

(福
)く
らっ
ぷ

未
設
置
：
大
分
市
、津

久
見
市
、豊

後
高
田
市

由
布
市
、国

東
市
、姫

島
村
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（
出
典
：
令
和
６
年
度
厚
生
労
働
省
「
障
害
者
地
域
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
「
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
」
研
修
資
料
＜
九
州
・
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
＞
」
（
令
和
７
年
１
月
１
７
日
）
）
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（
出
典
：
「
令
和
６
年
度
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
に
お
け
る
主
な
改
定
内
容
」
（
令
和
６
年
２
月
６
日

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
検
討
チ
ー
ム
）
）
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（
出
典
：
令
和
６
年
度
厚
生
労
働
省
「
障
害
者
地
域
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
「
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
」
研
修
資
料
＜
九
州
・
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
＞
」
（
令
和
７
年
１
月
１
７
日
）
）
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（
出
典
：
令
和
６
年
度
厚
生
労
働
省
「
障
害
者
地
域
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
「
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
」
研
修
資
料
＜
九
州
・
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
＞
」
（
令
和
７
年
１
月
１
７
日
）
）
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大
分

県
内

の
地

域
生

活
支

援
拠

点
整

備
の

状
況

（
R7

.4
.1

時
点

）

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
整
備
の
状
況
に
つ
い
て

相
談

緊
急

体
験

人
材

体
制

相
談

緊
急

体
験

人
材

体
制

相
談

緊
急

体
験

人
材

体
制

大
分

市
H

30
.9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

別
府

市
H

30
.4

○
○

○
○

○
○

○
〇

〇
○

○

中
津

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

日
田

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

佐
伯

市
H

30
.3

○
○

○
○

○
○

○

臼
杵

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
〇

津
久

見
市

R3
.3

○
○

○
○

○
○

○
○

○

竹
田

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

豊
後

高
田

市
R3

.3
○

○
○

○
○

杵
築

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

宇
佐

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

豊
後

大
野

市
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

由
布

市
R3

.7
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
〇

○

国
東

市
R2

.8
○

○
○

○
○

○

姫
島

村
R3

.3
○

-
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

日
出

町
R2

.4
○

○
○

○
○

○
○

○
○

九
重

町
・

玖
珠

町
R3

.3
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

拠
点

数
16

11
7

10
10

16
13

9
12

11
16

14
11

13
13

計

R7
.4

.1
時

点

大
分

県
54

61
67

市
 

町
 

村
整

備
年

月

R5
.4

.1
時

点
R6

.4
.1

時
点
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地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
取
組
の
促
進
に
つ
い
て

■
基
幹
・
拠
点
等
・
市
町
村
の
関
係
者
を
集
め
た
勉
強
会
開
催

【
目
的
】

・
市
町
村
職
員
及
び
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
従
事
職
員

へ
相
談
支
援
事
業
等
の
基
本
的
な
知
識
を
付
与

・
官
民
協
働
に
よ
る
協
議
会
の
活
性
化
促
進

・
県
内
取
り
組
み
事
例
の
横
展
開

【
実
施
内
容
】

・
拠
点
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
２
市
の
取
組
に
つ
い
て
共
有

○
宇
佐
市
（
県
内
先
行
事
例
）

○
中
津
市
（
県
内
唯
一
の
拠
点
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
自
治
体
）

【
出
席
者
の
声
か
ら
見
え
た
今
後
の
課
題
】

・
緊
急
時
受
け
入
れ
と
体
験
の
場
の
確
保
は
平
時
か
ら
の
積
み
重
ね
だ
が
、
市
の

担
当
交
代
な
ど
で
話
が
進
ま
な
い
。
市
と
共
有
し
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

・
現
状
で
の
困
り
を
明
確
化
し
て
い
な
い
た
め
、
必
要
性
の
認
識
や
改
善
後
の

ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
づ
ら
い
。
何
が
わ
か
ら
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
の

改
善
が
必
要
。

・
地
域
で
中
心
と
な
る
「
人
」
を
育
て
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
考
え
な
け
れ
ば
、
持
続

的
な
体
制
構
築
が
困
難
。

・
拠
点
に
つ
い
て
は
、
緊
急
時
の
話
ば
か
り
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
機
能
に
つ
い
て

も
議
論
を
進
め
る
べ
き
。

・
ひ
き
こ
も
り
の
方
や
サ
ー
ビ
ス
に
繋
が
っ
て
い
な
い
方
、
親
御
さ
ん
は
登
録
し
た

い
が
本
人
と
話
が
出
来
な
い
な
ど
意
向
確
認
が
で
き
な
い
方
の
取
り
扱
い
を
ど
う

す
る
か
等
検
討
が
必
要
。

・
仕
組
み
つ
く
り
に
必
要
な
予
算
の
確
保
が
困
難
。

・
地
域
に
よ
っ
て
は
、
資
源
（
人
・
施
設
）
の
問
題
が
あ
り
、
体
制
整
備
が
難
し
い
。

（
１
）
基
幹
・
拠
点
等
の
関
係
者
を
集
め
た
勉
強
会
の
実
施

（
２
）
拠
点
等
の
検
証
・
検
討
の
機
能
と
し
て
の
自
立
支
援
協
議
会
の
活
用

（
３
）
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
に
よ
る
助
言
指
導
の
実
施

主
な
取
組
内
容

【
課
題
】

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
形
骸
化
・
機
能
整
備
の
促
進

【
目
的
】

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
検
証
・
検
討
機
能
と
し
て
の
自
立
支
援
協
議
会
の
役
割

・
事
前
に
市
町
村
に
対
し
現
状
と
課
題
を
考
え
て
も
ら
い
、
自
立
支
援
協
議
会
と
の

連
携
に
よ
る
拠
点
機
能
の
検
証
方
法
に
つ
い
て
考
え
を
促
す
場
と
し
て
実
施
。

勉
強
会
の
開
催

【
テ
ー
マ
】

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
円
滑
運
営
に
向
け
た
自
立
支
援
協
議
会
の
役
割
に
つ
い
て

【
出
席
者
の
声
か
ら
見
え
た
今
後
の
課
題
】

・
地
域
生
活
支
援
拠
点
の
話
を
自
立
支
援
協
議
会
で
し
よ
う
と
し
て
も
、
異
動
も
あ

り
説
明
が
難
し
い
。
協
議
会
事
務
局
が
拠
点
の
説
明
を
し
っ
か
り
と
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
「
拠
点
と
は
何
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
部
会
で
議
論
し
地
域
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
作
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
協
議
会
を
効
果
的
に
運
営
し
て
い
く
に
は
、
行
政
担
当
者
の
力
だ
け
で
は
難
し
い
。

基
幹
を
し
っ
か
り
と
整
備
し
た
う
え
で
、
基
幹
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
事
務
局
運

営
体
制
の
整
備
が
必
要
。

・
事
前
登
録
制
度
の
検
討
に
つ
い
て
協
議
会
で
議
論
が
必
要
。

・
協
議
会
で
議
論
を
重
ね
て
い
る
が
、
毎
回
建
設
的
な
議
論
が
安
定
的
に
で
き
て
い

る
か
と
い
う
と
難
し
い
。
協
議
会
で
効
果
的
な
議
論
を
行
う
た
め
に
も
、
ど
の
部

会
が
ど
の
役
割
を
担
う
の
か
議
論
の
う
え
明
確
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

・
地
域
資
源
の
確
保
が
難
し
い
市
町
村
に
対
応
す
る
た
め
の
圏
域
連
携
。

市
町
村
自
立
支
援
協
議
会
担
当
者
会
議

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
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地
域

生
活

支
援

拠
点

等
検

証
・
検

討
及

び
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
設

置
促

進
の

取
組

に
つ

い
て

○
令
和
８
年
度
末
ま
で
の
間
、
各
市
町
村
に
お
い
て
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
（
略
）
年
１
回
以
上
、
支
援
の
実
績
等
を
踏
ま
え
運
用
状
況
を
検
証

及
び
検
討
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

○
令
和
８
年
度
末
ま
で
の
間
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
（
略
）
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
（
複
数
市
町
村
に
よ
る
共
同
設
置
を
含
む
）
を
す
る
（
略
）
こ
と
を

基
本
と
す
る
。

■
検
証
方
法

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
に
よ
る
助
言
指
導
を
実
施
（
１
６
市
町
村
）

○
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
概
要

【
目
的
】

・
相
談
支
援
等
に
関
し
専
門
性
の
高
い
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
し
、
広
域
的
な

見
地
か
ら
助
言
や
情
報
提
供
を
行
い
、
地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

【
実
施
内
容
】

・
課
題
解
決
に
向
け
た
助
言
・
指
導

・
他
市
町
村
に
お
け
る
好
事
例
の
紹
介

な
ど

【
派
遣
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

・
社
会
福
祉
法
人
清
流
会

相
談
支
援
事
業
所
ル
ポ
ー
ズ

石
川

博
一

氏
・
社
会
福
祉
法
人
す
ぎ
の
こ
村

Ｂ
ｅ
ｅ
す
け
っ
と

石
松

聡
美

氏
・
合
同
会
社
ま
る
ま
る

相
談
支
援
事
業
所
ま
る
ま
る

大
谷

慎
之
介

氏

【
主
な
情
報
提
供
内
容
】

・
緊
急
時
の
支
援
が
必
要
な
方
に
つ
い
て
、
事
前
登
録
制
を
検
討

・
緊
急
時
の
定
義
づ
け
の
必
要
性

・
緊
急
時
の
受
け
入
れ
と
平
時
の
体
験
利
用
の
関
連
付
け

・
地
域
生
活
支
援
拠
点
を
運
用
し
て
い
く
た
め
の
予
算
確
保
先

・
親
な
き
あ
と
の
相
談
と
地
域
生
活
支
援
拠
点
の
関
連
付
け

・
拠
点
機
能
の
検
証
方
法

な
ど

（
参

考
）

令
和

６
年

度
県

内
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
実

績
概
要
・
実
施
体
制

第
７
期
障
が
い
福
祉
計
画
に
係
る
基
本
指
針

成
果
目
標

派
遣
先

時
間

派
遣
日

由
布
市

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年

９
月
１
７
日
（
火
）

1

津
久
見
市

１
５
：
０
０
～
１
６
：
０
０

令
和
６
年

９
月
２
４
日
（
火
）

2

日
田
市

１
０
：
０
０
～
１
１
：
０
０

令
和
６
年
１
０
月

３
日
（
木
）

3

杵
築
市

１
３
：
３
０
～
１
４
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月

９
日
（
水
）

4

豊
後
高
田
市

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月
２
４
日
（
木
）

5

佐
伯
市

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月
２
８
日
（
月
）

6

大
分
市

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月
２
９
日
（
火
）

7

臼
杵
市

１
４
：
０
０
～
１
５
：
０
０

8

国
東
市

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月
３
１
日
（
木
）

9

姫
島
村

１
４
：
０
０
～
１
５
：
０
０

10

竹
田
市

１
５
：
０
０
～
１
６
：
０
０

令
和
６
年
１
１
月
１
４
日
（
木
）

11

豊
後
大
野
市

１
３
：
３
０
～
１
５
：
３
０

令
和
７
年

２
月

３
日
（
月
）

12

津
久
見
市

１
４
：
０
０
～
１
６
：
０
０

令
和
７
年

２
月
２
０
日
（
木
）

13

日
出
町

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０

令
和
７
年

２
月
２
１
日
（
金
）

14

国
東
市

１
４
：
０
０
～
１
６
：
０
０

15

九
重
町
・
玖
珠
町

１
４
：
０
０
～
１
６
：
０
０

令
和
６
年

９
月
１
７
日
（
火
）

16

中
津
市

１
３
：
３
０
～
１
４
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月

３
日
（
木
）

17

日
出
町

１
０
：
３
０
～
１
１
：
３
０

令
和
６
年
１
０
月

９
日
（
水
）

18

大
分
市

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０

令
和
７
年

２
月
１
２
日
（
水
）

19
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漠
然
と
し
た
不
安
の
解
消
・
相
談
体
制
づ
く
り

サ
ー
ビ
ス
体
制
の
構
築

“親
な
き
あ
と
”の
不
安
解
消
と
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
構
築

○
地
域
で
の
人
材
育
成
及
び
支
援
者
連
携
体
制
構
築
支
援

【
目
的
】

・
市
町
村
が
主
体
と
な
り
実
施
す
る
人
材
育
成
や
連
携
体
制
構
築
の
取
組
み
を

支
援
す
る
。

【
実
施
内
容
】

○
広
域
的
な
連
携
体
制
構
築
支
援

【
目
的
】

・
市
町
村
間
の
情
報
共
有
や
連
携
体
制
の
構
築

【
実
施
内
容
】

・
各
市
町
村
の
支
援
者
か
ら
の
取
組
報
告
、
困
難
事
例
を
中
心
と
し
た
事
例
検

討
な
ど

〇
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

・
市
町
村
か
ら
の
研
修
や
会
議
の
実
施
に
か
か
る
相
談
へ
の
助
言

・
市
町
村
の
研
修
や
会
議
で
の
講
師
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

・
市
町
村
間
の
連
携
体
制
構
築
に
か
か
る
会
議
の
実
施

・
司
法
書
士
等
の
専
門
家
へ
の
つ
な
ぎ

◆
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
の
整
備
の
促
進

障
が
い
者
の
重
度
化
・
高
齢
化
や
「
親
な
き
あ
と
」
を
見
据
え
、
居
住
支
援
の
た
め

の
機
能
（
①
相
談
、
②
緊
急
時
の
受
入
れ
・
対
応
、
③
体
験
の
機
会
・
場
、
④
専
門

的
人
材
の
確
保
・
養
成
）
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
整
備
す
る
。

＜
第
７
期
障
が
い
福
祉
計
画
に
係
る
基
本
指
針
＞

「
令
和
８
年
度
末
ま
で
の
間
、
各
市
町
村
に
お
い
て
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
を
整
備

す
る
と
と
も
に
、
（
略
）
年
１
回
以
上
、
支
援
の
実
績
等
を
踏
ま
え
運
用
状
況
を

検
証
及
び
検
討
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
」

○
親
が
子
ど
も
を
見
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
き
、
ど
う
や
っ
て
生
活
し
て
い
く
の
か
？

○
緊
急
時
に
は
対
応
し
て
も
ら
え
る
の
か
？

○
お
金
で
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？

○
前
も
っ
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
一
人
暮
ら
し
の
体
験
を
さ
せ
て
お
き
た
い

等
々

【
背
景
】
障
が
い
が
あ
る
方
の
「
親
な
き
あ
と
」
の
漠
然
と
し
た
不
安

各
地
域
で
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

親
な
き
あ
と
相
談
へ
の
支
援
体
制
の
強
化

地
域
生
活
で
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
づ
く
り

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
整
備
の
促
進
等

◆
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
促
進

各
市
町
村
に
お
い
て
、
総
合
的
な
相
談
支
援
や
地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化
、

地
域
づ
く
り
の
役
割
な
ど
を
担
う
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

■
市
町
村
へ
の
支
援

○
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
（
全
18
市
町
村
（
17
地
域
）
に
実
施
）

【
目

的
】
・
広
域
的
な
見
地
か
ら
助
言
や
情
報
提
供
を
行
い
、
地
域
の
支
援

体
制
の
強
化
を
図
る
。

【
実
施
内
容
】
・
運
用
状
況
の
検
証
・
検
討

・
課
題
解
決
に
向
け
た
助
言
・
指
導

・
他
市
町
村
に
お
け
る
好
事
例
の
紹
介

な
ど

市
町
村

•
地
域
の
支
援
者
を
交
え
た
事
例
検

討
や
情
報
交
換

•
地
域
内
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
研
修

※
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
も
適
宜
連
携

県
（
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
）

•
市
町
村
の
取
組
に
対

す
る
助
言

•
経
験
豊
富
な
親
な
き

あ
と
相
談
員
の
派
遣

支
援
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【
体

制
整

備
】

各
市

町
村

に
お

け
る
協

議
の

場
の

設
置

と
活

性
化

県
・
圏

域
・
市

町
村

毎
の

協
議

の
場

の
連

動

【
連

携
強

化
】

医
療

と
福

祉
の

連
携

促
進

【
人

材
育

成
】

地
域

移
行

・
定

着
支

援
に

対
応

で
き

る
相

談
支

援
専

門
員

の
育

成

目
標

第
1
段

階
•
全

て
の

市
町

村
に

、
「
協

働
」
を

イ
メ
ー
ジ
で

き
る
関

係
者

が
参

画
し
た

、
協

議
の

場
が

設
置

さ
れ

る
。

第
2
段

階

•
全

て
の

市
町

村
で

、
協

議
の

場
に

お
い

て
地

域
診

断
や

個
別

の
課

題
等

か
ら
地

域
の

課
題

を
抽

出
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

第
3
段

階

•
全

て
の

市
町

村
で

、
地

域
の

課
題

に
つ

い
て

優
先

順
位

を
つ

け
、
課

題
解

決
に

向
け
て

官
民

協
働

で
見

通
し
を

立
て

て
取

り
組

む
こ
と
が

で
き

る
。

第
4
段

階
•
全

て
の

市
町

村
で

、
課

題
解

決
の

取
組

に
対

す
る
評

価
を

実
施

し
、
取

組
を

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

す
る
こ
と
が

で
き

る
。

目
標

達
成

に
向

け
た

ス
テ
ッ
プ

参
考
：第
2
回
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
合
同
会
議
」
栃
木
県
発
表
資
料

大
分
県
に
お
け
る
「
に
も
包
括
」
の
目
指
す
べ
き
姿

- 17 -



に
も
包
括
に
お
け
る
協
議
の
場
の
課
題
と
活
性
化
に
向
け
た
取
り
組
み

〇
保
健
師
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
技
術
支
援

〇
人
材
育
成

に
も
包
括
構
築
推
進
に
係
る
中
核
人
材
育
成
研
修

（
7
/7
実
施
）

〇
医
療
と
福
祉
の
相
互
理
解

医
療
と
福
祉
の
相
互
理
解
に
向
け
た
研
修
の
継
続

〇
1
層
、2
層
の
協
議
の
場
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

障
害
福
祉
課
職
員
と
地
域
密
着
A
D
に
よ
る
市
町
村
・圏
域
訪
問

〇
圏
域
で
の
対
応
が
難
し
い
課
題
、問
題
の
協
議

〇
圏
域
で
の
協
議
の
場
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

〇
中
核
的
人
材
育
成

〇
保
健
師
（
市
町
村
）
へ
の
技
術
支
援

〇
各
専
門
研
修

県

〇
1
層
と
の
連
携

〇
市
町
村
協
議
の
場
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

〇
保
健
師
（
市
町
村
）
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

〇
保
健
所
を
核
と
し
た
体
制
整
備
（
医
療
と
福
祉
の
相
互
理
解
）

保 健 所

〇
持
続
可
能
な
協
議
の
場
の
設
置

自
立
支
援
協
議
会
で
の
位
置
づ
け

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
関
与

中
核
的
人
材
の
必
要
性

保
健
師
の
人
材
育
成

〇
他
領
域
と
の
連
携
（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
活
用
）

〇
2
層
と
の
連
携

〇
各
市
町
村
の
格
差

市 町 村

連 携 の 縦 ぐ しま
と
め
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令
和

７
年

度
以

降
の

発
達

障
が

い
児

・
者

に
対

す
る

支
援

に
つ

い
て

③
切

れ
目

な
い

支
援

の
た

め
の

基
盤

づ
く

り
ⅰ

発
達

障
が

い
者

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
発

達
障

が
い
に

関
す
る

県
の

中
核

拠
点
と

し
て
相

談
支

援
、

専
門
的

研
修
、

支
援

者
養

成
、
普

及
啓
発

を
実

施

ⅱ
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

地
域

支
援

体
制

の
整

備

地
域
の

中
核
と

な
る
児

童
発

達
支

援
セ
ン

タ
ー
で

専
門

的
な

相
談
支

援
、
支

援
者

間
の

連
携
会

議
、
地

域
の

事
業

所
に
対

す
る
助

言
を

実
施

ⅱ
発

達
障

が
い

に
関

す
る

地
域

別
研

修
会

の
実

施
保

育
士

、
児
発

の
職
員

等
の

支
援

者
の
資

質
向
上

を
図

る
た

め
の
研

修
を
実

施

ⅲ
医

療
、

福
祉

、
保

健
、

教
育

、
行

政
の

連
携

強
化

を
図

る
た

め
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

の
実

施
専

門
医

療
機
関

、
コ
ン

シ
ェ

ル
ジ

ュ
、
Ｅ

Ｃ
Ｏ
Ａ

Ｌ
、

行
政

等
に
よ

る
協
議

体
を

構
成

し
、
連

携
や
支

援
の

在
り

方
を
協

議

②
家

族
等

へ
の

支
援

ⅰ
特

性
の

理
解

や
関

わ
り

方
を

学
ぶ

ペ
ア

レ
ン

ト
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

（
③

に
も

関
連

）

保
護
者

に
対
し

、
発
達

障
が

い
に

関
す
る

理
解
と

関
わ

り
方

を
学
ぶ

研
修
を

実
施

す
る

と
と
も

に
、
児

童
発

達
支

援
セ
ン

タ
ー
や

認
定

こ
ど

も
園
の

職
員
等

を
対
象

に
フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー
を

養
成
し

、
各

地
域

で
保
護

者
支
援

を
行

う
体

制
を
整

備

ⅱ
ペ

ア
レ

ン
ト

メ
ン

タ
ー

の
派

遣
保

護
者

の
育
児

に
関
す

る
不

安
を

傾
聴
し

助
言
す

る
ペ

ア
レ

ン
ト
メ

ン
タ
ー

を
派

遣
（
Ｅ

Ｃ
Ｏ

Ａ
Ｌ

の
Ｓ

Ｖ
派

遣
で

実
施
）

①
早

期
発

見
、

早
期

支
援

の
取

組
充

実
ⅰ

「
医

療
連

携
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」

の
配

置
専

門
医

療
機
関

の
診
断

待
機

状
況

の
情
報

収
集
及

び
提

供
、

受
入
調

整
を
行

う
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー
を

配
置

ⅱ
５

歳
児

健
診

へ
の

医
師

派
遣

就
学
ま

で
の
適

切
な
支

援
に

繋
げ

る
た
め

、
市
町

村
が

実
施

す
る
５

歳
児
健

診
等

へ
専

門
医
を

派
遣

ⅲ
か

か
り

つ
け

医
等

の
発

達
障

が
い

対
応

力
向

上
研

修
の

実
施

地
域
の

小
児
科

、
か
か

り
つ

け
医

等
を
対

象
に
発

達
障

が
い

の
相
談

や
診
療

に
応

じ
る

た
め
の

専
門
的

な
研

修
を

実
施

④
早

期
支

援
関

連
事

業
ⅰ

障
が

い
児

の
早

期
支

援
に

向
け

た
児

童
発

達
支

援
事

業
等

の
利

用
に

係
る

保
護

者
負

担
の

免
除

障
が
い

児
へ
の

早
期
支

援
を

促
す

た
め
、

未
就
学

児
の

児
童

発
達
支

援
等
の

利
用

に
係

る
保
護

者
負
担

を
全

額
免

除
す
る

市
町
村

に
対

し
て

助
成

ⅱ
障

害
児

等
地

域
療

育
等

支
援

事
業

在
宅

の
障

が
い

児
(
者

)
や

そ
の
他

療
育

が
必

要
と
認

め
ら

れ
る

障
が

い
児
等

の
地

域
に

お
け

る
生
活

を
支

え
る

た
め

、
各
地

域
で

療
育

等
を

実
施
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県
自

立
支

援
協

議
会

子
ど

も
部

会
に

お
い

て
、

諸
課

題
の

把
握

や
対

応
策

等
を

検
討

す
る

。

【
委
員
】

医
療
、
福
祉
、
保
健
、
保
育
、
教
育
、
行
政

【
実
施
回
数
】
年
２
回

R
7
医

療
的

ケ
ア

児
等

支
援

推
進

事
業

全
体

図

医
療

的
ケ

ア
児

支
援

法
施

行
（
R

3
.9

)
医

療
的

ケ
ア

児
及

び
家

族
へ

の
支

援
等

が
地

方
公

共
団

体
の

責
務

と
し

て
規

定

県
内
の

医
療

的
ケ

ア
児

２
５
０

人

①
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

③
医

療
機

関
や

事
業

所
へ

の
補

助

⑤
協

議
の

場
の

設
置

②
医

療
的

ケ
ア

児
等

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

養
成

研
修

④
訪

問
看

護
の

レ
ス

パ
イ

ト
利

用
に

対
し

助
成

新

現
状

短
期
入

所
事

業
所

数
大

分
市

４
カ

所

臼
杵

市
１

カ
所

別
府

市
３

カ
所

日
田

市
１

カ
所

中
津

市
１

カ
所

①
窓

口
が

多
い
、

わ
か

ら
な

い
、

情
報

が
な

い

②
預

け
先

の
不

足

③
総

合
的

に
支

援
で

き
る
専

門
人
材

の
不

足

課
題

保
護

者
の

疲
弊

・
孤

立

⑥
市

町
村

の
取

組
支

援

医
療

的
ケ

ア
児

や
そ

の
家

族
、

支
援

関
係

者
か

ら
の

相
談

を
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
で

受
付

（
※

）
重

度
の

知
的

障
が

い
と

重
度

の
肢

体
不

自
由

が
重

複
し

た
状

態
の

者
で

、
大

島
分

類
の

１
～

４
（
身

体
の

状
態

が
「
座

れ
る

」
又

は
「
寝

た
き

り
」
か

つ
IQ

が
３

５
以

下
）
に

当
た

る
も

の
を

い
う

。
こ
ど
も
家
庭
庁
「
医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
」
を
活
用
し
て
市
町
村
が
実

施
す
る
取
組
に
対
し
て
、
県
が
1/
4を

上
乗
せ
。

（
国
1/
2、

県
1
/4
、
市
1/
4）

【
機

能
】

・
相

談
員

２
名

（
看

護
師

、
相

談
支

援
専

門
員

）

・
事

務
員

１
名

・
県

担
当

職
員

１
名

事
業

所
へ

委
託

■
相

談
対

応

■
連

絡
・
調

整

■
情

報
集

約
・
発

信

【
体

制
】

【
情

報
発

信
】

■
専

用
Ｈ

Ｐ
で

の
社

会
資

源
、

研
修

情
報

等
の

発
信

■
家

族
へ

の
メ

ー
ル

配
信

■
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成

【
内

容
】

就
園

・
就

学
、

レ
ス

パ
イ

ト
等

【
相

談
者

】

支
援

関
係

者
が

８
割

医
療

的
ケ

ア
児

等
の

受
入

れ
に

必
要

な
設

備
整

備
等

に
か

か
る

費
用

の
一

部
を

補
助

【
対

象
】

短
期

入
所

、
児

発
、

放
デ

イ

【
限

度
額

】
1
,0

0
0
千

円

【
補

助
率

】
１

／
２

（
5
0
0
千

円
）

【
積

算
】

5
0
0
千

円
×

3
ヵ

所
（

ｼ
ｬ
ﾜ
ｰ
ｽ
ﾄ
ﾚ
ｯ
ﾁ
ｬ
ｰ
）

（
非

常
用

発
電

装
置

）

訪
問

看
護

利
用

に
係

る
経

済
的

負
担

を
軽

減
し

利
用

を
推

進
⇒

レ
ス

パ
イ

ト
時

間
を

確
保

【
対

象
者

】

【
対

象
経

費
】

保
険

適
用

外
の

訪
問

看
護

利
用

費

【
限

度
額

・
時

間
】

7
,5

2
0
円

/
時

間
、

年
1
4
4
時

間

【
補

助
率

】
1
0
/
1
0
（
国

1
/
2
、

県
・
市

町
村

1
/
4
）

【
積

算
】

@
7
,5

2
0
円

×
1
4
4
時

間
×

8
5
人

×
1
/
4

※
そ

の
他

事
務

費
2
2
千

円

医
療

的
ケ

ア
児

等
の

支
援

を
総

合
調

整
す

る
者

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）
の

養
成

を
目

的
と

し
て

、
医

療
的

ケ
ア

や
福

祉
に

関
す

る
知

識
、

関
係

機
関

と
の

連
携

や
医

療
的

ケ
ア

児
等

の
た

め
の

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
作

成
の

具
体

的
手

法
を

学
ぶ

た
め

の
研

修
を

実
施

す
る

。

【
対

象
】
各

市
町

村
の

保
健

師
、

相
談

支
援

専
門

員
、

看
護

師
等

【
内

容
】
医

療
、

福
祉

、
本

人
理

解
等

の
基

礎
知

識
、

支
援

体
制

整
備

に
関

す
る

講
演

及
び

計
画

作
成

や
事

例
検

討
の

演
習

【
人

数
】
３

年
間

で
9
０

人
（
想

定
）

【
実

施
時

期
】
令

和
７

年
１

２
月

頃・
相

談
員

２
名

（
看

護
師

、
相

談
支

援
専

門
員

）

・
県

担
当

職
員

１
名

事
業

所
へ

委
託

在
宅

で
生

活
を
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地
域
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中
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児
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援
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．
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大分県自立支援協議会及び
市町村自立支援協議会の取組について

議題１

・大分県自立支援協議会の取組
（各部会からの報告）

・市町村自立支援協議会の取組
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令和６年度 大分県自立支援協議会 開催状況 

【大分県自立支援協議会】 ※年２回開催 
第１回 日 時 ： 令和６年８月５日（月）  １０：００ ～ １２：００ 

場 所 ： 大分県庁舎本館１階 １２会議室 
参加者 ： 委員１３名 事務局９名 
議 題 ： ①大分県自立支援協議会及び市町村自立支援協議会の取組について 

②地域生活支援拠点等の検証・検討及び基幹相談支援センターの整備の 
促進について 

③虐待防止の強化に向けた課題等について 
④就労選択支援開始に向けた課題等について 

 第２回 日 時 ： 令和７年３月７日（金）  １０：００ ～ １２：００ 
     場 所 ： 大分県社会福祉介護研修センター ３０２会議室 
     参加者 ： 委員１３名 事務局８名 
     議 題 ： ①大分県自立支援協議会の取組について 

②基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・運営について 
③令和７年度の県の取組方針について 

【相談支援・研修部会】 ※年４回開催 
 第１回 日 時 ： 令和６年５月１０日（金） １４：００ ～ １５：３０ 
     場 所 ： 大分県庁舎本館８階 ８２会議室 
     参加者 ： 委員８名出席 
     議 題 ： ①障害福祉関係研修（Ｒ５開催実績･Ｒ６実施計画）について 

②令和６年度国研修（相談支援･サビ管）派遣者等について 
③その他（相談支援等市町村説明会について 等） 

 第２回 日 時 ： 令和６年７月１２日（金） １４：００ ～ １６：００ 
     場 所 ： 大分県庁新館１３階 １３６会議室 
     参加者 ： 委員７名出席 
     議 題 ： ①令和６年度九州ブロック主任相談支援専門員養成研修会受講推薦者の 

選定について 
②各圏域の相談支援体制の現状・課題について 

第３回 日 時 ： 令和６年１２月１３日（金）１４：００ ～ １６：００ 
     場 所 ： 大分県庁舎新館１３階 １３４会議室 
     参加者 ： 委員６名出席 
     議 題 ： ①障害福祉関係研修について 

②基幹相談支援センターの設置促進等について 
③その他（主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）の要件について） 
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第４回 日 時 ： 令和７年２月１０日（月） １４：００ ～ １６：００ 
     場 所 ： 大分県庁舎新館１３階 １３６会議室 
     参加者 ： 委員６名出席 
     議 題 ： ①障害者地域生活支援体制整備事業全国ブロック会議の情報共有と 

今後の取組について 
②主任相談支援専門員研修の受講者選定について 
③来年度のスケジュール・研修日程案について 

【地域移行専門部会】 ※年２回開催 
 第１回 日 時 ： 令和６年７月２９日（月） １８：３０ ～ ２０：００ 

場 所 ： 大分県庁舎別館地下１階 Ｂ１１会議室 
     参加者 ： 委員９名中６名出席 
     議 題 ： ①大分県における地域移行に関する昨年度取組実績と今後の方針について 
            （親なきあと支援、精神障がい者の地域移行） 

②大分県における住宅セーフティネットの取組について 

第２回 日 時 ： 令和７年１月２１日（火） １８：３０ ～ ２０：００ 
場 所 ： 大分県庁舎別館地下１階 Ｂ１１会議室 

     参加者 ： 委員９名中９名出席 
     議 題 ： ①精神障がい者地域移行ワーキングの取組について 

②大分県における住宅セーフティネットの取組について 
③地域生活支援拠点等整備の状況について（行政説明、市町村取組報告） 
④「地域移行・地域定着支援事例集」の更新について 
⑤障害児入所施設に入所する障がい児等の移行状況について 
⑥医療と福祉の相互理解に向けた研修の開催について 

【精神障害者地域移行ワーキング】 ※年２回開催 
 第１回 日 時 ： 令和６年７月２４日（水） １４：００～１５：３５ 

場 所 ： 大分県市町村会館 61 会議室 
     参加者 ： 委員１３名中１１名出席 
     議 題 ： 【報告事項】 

①大分県の精神障がい者の状況について 
②令和５年度精神障がい者地域移行ワーキングの振り返り 
③各圏域の地域移行支援協議会の令和５年度実績・課題、令和６年度計画 
【協議事項】 

 「大分県における地域課題と地域課題解決に向けての具体的な取組」 
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第２回 日 時 ： 令和６年１２月１９日（木）１４：００～１５：３０ 
場 所 ： 大分県庁舎新館１３階 １３６会議室 

     参加者 ： 委員１３名中９名出席 
     議 題 ： ①自立支援協議会、地域移行専門部会の概要報告 

②第１回精神障がい者地域移行ワーキングの振り返り 
③大分県の地域移行・にも包括構築推進に向けた取組 
④にも包括構築推進に向けた大分県における短期目標の検討 

【こども部会】 ※年２回開催 
第１回 日 時 ： 令和６年７月２５日（木） １８：３０ ～ １９：３０ 

場 所 ： 大分県庁舎新館１３階 １３３会議室 
     参加者 ： 委員９名中７名出席   
     議 題 ： ①医療的ケア児等の今後の支援のあり方について 

②発達障がい児の今後の支援のあり方について 

第２回 日 時 ： 令和７年１月３０日（木） １８：３０ ～ ２０：００ 
場 所 ： 大分県庁舎別館地下１階 Ｂ１１会議室 

     参加者 ： 委員９名中８名出席 
     議 題 ： 医療的ケア児、発達障がい児への支援について 

①令和６年度の取組について 
②令和７年度の取組方針について 

【事務局会議】 ※年５回開催 
 参加者 ： 協議会（会長、会長代行）、事務局（各部会担当等） 

第１回 日 時 ： 令和６年６月５日（水）  １０：００ ～ １２：１５ 
     場 所 ： 相談支援事業所ルポース 

第２回 日 時 ： 令和６年７月１２日（金） １１：００ ～ １２：３０ 
     場 所 ： 大分県庁舎別館８階 ８６会議室 

第３回 日 時 ： 令和６年１０月２８日（月）１３：００ ～ １６：００ 
     場 所 ： 佐伯市役所 

第４回 日 時 ： 令和６年１１月１４日（木）１０：００ ～ １２：３０ 
     場 所 ： 西別府病院会議室 
 第５回 日 時 ： 令和７年２月１３日（木）  ９：３０ ～ １１：００ 
     場 所 ： 相談支援事業所ルポース 

【市町村自立支援協議会担当者会議】 ※年２回開催 
第１回 日 時 ： 令和６年６月２７日（木） １３：３０ ～ １６：００ 

     場 所 ： 大分県社会福祉介護研修センター ３０２会議室 
     参加者 ： １８市町村（２６名）出席、大分県自立支援協議会委員３名 
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     議 題 ： ①市町村自立支援協議会の令和５年度開催実績及び令和６年度開催計画に 
ついて 

②情報交換・意見交換 
③県の自立支援協議会や部会等で検討してほしい地域課題等について 
④グループワーク 

（テーマ：基幹相談支援センターの設置・機能充実について） 

第２回 日 時 ： 令和７年２月７日（金）  １３：３０ ～ １６：００ 
     場 所 ： 大分県社会福祉介護研修センター 小ホール 
     参加者 ： １７市町村（２５名）出席、大分県自立支援協議会委員３名 
     議 題 ： ①市町村自立支援協議会、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の 

整備・運営について 
②情報交換・意見交換 
③グループワーク 

（テーマ：市町村自立支援協議会、基幹相談支援センター及び 
地域生活支援拠点等が相互に連携した地域づくりについて） 

④来年度の県の取組みについて 
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（ ）

①障害福祉関係研修（Ｒ６開催実績･Ｒ７実施計画）について

【説明】
　R6は法定研修を含め１５の研修を実施、R7は医療的ケア児等コーディネー
ター養成研修を再開し１６の研修を実施予定を説明。
【意見】
　医療的ケア児等コーディネーター養成研修の継続実施を隔年でも良いのでお願
いしたい。

②相談およびサビ管（法定研修）の国研修の推薦者について

【説明】
　相談研修の委託先である大分県障害者相談支援事業推進協議会の推薦者３名と
サビ管研修の指定先である大分県社会福祉士会（運営委員会）の推薦者3名を国
研修者として推薦したい旨を説明。
【意見】
　相談の推薦者は、推進協に所属している人材のみとなっている。所属していな
くても活躍している人材を推薦する仕組みも検討頂きたい。

③基幹相談支援センターについて

【説明】
　R7.4.1時点で市町村の設置状況は12市町となっている。
【意見】
　なし

協議内容
（課題･問題点･
継続協議等）

④就労選択支援について

【説明】
　意向調査の結果、32事業所で就労選択支援を検討中であるとの回答
【意見】
　なし

令和７年度 第１回 部会名 相談支援・研修部会

開催日時 令和７年５月１５日（木）　1４：０0～１６：00

大分県庁舎別館　８６会議室

８名中７名（＋1名アドバイザー参加）

①障害福祉関係研修（Ｒ６開催実績･Ｒ７実施計画）について
②相談およびサビ管（法定研修）の国研修の推薦者について
③基幹相談支援センターについて
④就労選択支援について

開催場所

参加委員数

主な議題等
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協議内容
（課題･問題点･
継続協議等）

①主任相談支援専門員の養成研修の推薦について

【説明】
　市町村推薦者26名より県推薦者として18名を選定するための意見を伺いたい
旨を説明。
【結果】
　意見を基に中部圏域8名、東部圏域5名、豊肥1名、西部2名、北部2名の推薦
を決定。

②相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂について

【説明】
　基幹相談支援センターの設置など相談支援体制に変更があったことから人材育
成ビジョンのR8.4月改訂に協力頂きたい旨を説明。
【結果】
　委員と事務局で一緒に進めていくことで同意。

開催場所 大分県庁舎本館　１２会議室

参加委員数 ８名中６名（＋1名アドバイザー参加）

主な議題等
①主任相談支援専門員の養成研修の推薦について
②相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂について

令和７年度 第２回 部会名 相談支援・研修部会

開催日時 令和７年７月４日（金）　1４：０0～１６：00
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（ ）

（２）大分県における住宅セーフティネットの取組について
【説明】
・県内では、６市町に居住支援協議会が設立され、人口カバー率は50%を超えている。姫
島村、由布市が今年度中に設立予定。
・住宅確保や暮らしの支援が必要な方に対して、不動産、行政、大学、社会福祉協議会、
福祉施設などが連携してサポートを提供する仕組み。
・居住支援協議会の構成員として社会福祉協議会、福祉関係団体というのが明確化、明文
化されたこともあり、福祉部局と土木部局で相互連携をしていく必要がある。

【意見】
・大分県居住支援協議会の中で、医療、福祉、住宅の関係機関が連携し、当事者の方々が
安心して利用できるような仕組みづくりが必要。

協議内容
（課題・問題点
・継続協議等）

令和７年度 第１回 部会名 地域移行専門部会

開催日時 令和７年７月１７日（木）１８：３０～２０：００

大分県庁別館　Ｂ１１会議室

全９名中８名参加

○議題
　（１）大分県における地域移行に関する昨年度の取組実績と今後の方針について
　　①地域生活支援拠点等、親なきあとの取組について
　　②精神障がい者の地域移行について
　（２）大分県における住宅セーフティネットの取組について
　（３）ＮＰＯ法人住むケアおおいたの取組説明及び三宮専務理事との意見交換
○その他
　（１）地域移行・地域定着支援事例集」の更新について
　（２）今年度の地域移行専門部会、精神障がい者地域移行ワーキングの取組予定

開催場所

参加委員数

主な議題等

（１）大分県における地域移行に関する昨年度の取組実績と今後の方針について
【説明】
・拠点等及び親なきあとについて、令和６年度の取組及び今年度予定取組を説明。
・今年度第１回目の精神障がい者地域移行ワーキングの取組内容を報告。

【意見】
（地域生活支援拠点等、親なきあと）
・地域移行支援については、６か月の期間があるため、当該年度に支給決定をした人数と
いう現在の調査方法では、調査基準日時点で受け入れをしているにもかかわらず、実績に
挙がってこないケースがある。調査方法について再度検討を。
・地域生活支援拠点等については、地域生活への安心感の確保や緊急時支援と地域生活へ
の移行、継続の支援など、求められる役割をしっかりと果たしていくために、整備済み機
能の実態が伴っているか、PDCAサイクルを活用した検証検討が必要。
・親なきあと問題への取組について、地域生活支援拠点等と連携していくことが必要では
ないか。併せて、成年後見支援センターなど、他領域との連携強化が必要。
・精神障がい者地域移行ワーキングについて、今後の取組の方向性として、にも包括のエ
ンジンである協議の場をしっかり明確に設定していきたい。併せて、居住支援協議会など
他領域との連携に取り組んでいく必要がある。

- 30 -



協議内容
（課題・問題点
・継続協議等）

（３）ＮＰＯ法人住むケアおおいたの取組説明及び三宮専務理事との意見交換
【説明】
・住むケア大分は、障がい者向け賃貸アパート・グループホームの入居支援、入居後の福
祉医療機関との連携、自立した生活の実現に向けた支援を行っていることを説明。
・サブリースによる賃貸契約、入居者に対する見守り支援、関係機関との連携体制構築と
いった取り組みを通じて、入居前、入居中、退去のそれぞれのステージにおける支援を実
施。

【意見交換】
・大家さんは、障がい者の方とか高齢者の方の単身独居、非常に不安だと思うが、実際ど
ういったところが一番ネックになるか。
⇒大家さんに対しては、住むケアおおいたが責任を持って、家賃の管理と入居後の見守り
支援、トラブル対応をするからということで、迷惑をかけないように取り組んでいる。そ
の中で、こちらからの提案に一切従ってくれなかったり、適切な金銭管理の必要性を理解
してもらえないようなケースでは、契約に至らない場合もある。逆に、1人暮らしの希望を
叶えるためのツールとして約束事を守ることの必要性を理解してもらうこともある。

・既存の不動産会社との連携の難しさを感じているが、どのように進めていくのが良い
か。
⇒一つ一つを個別で考えていくのではなく、そういう地域こそ居住支援協議会を立ち上げ
て、その中で意欲のある居住支援法人の支援をしつつ、様々な立場の方が連携をとって取
組を進めていくことが求められるのではないか。

・地域によっては、空きアパートがなく、取組を進めていくにあたっての地域差を感じて
いる。
⇒確かに、受け入れについて市町村差は感じている。公営住宅の活用、目的外使用などを
視野に入れた協議を進めていくなどの方法を考えているところ。

・相談支援事業所が居住支援まで踏み込むことが難しいからこそ、専門性の高い法人との
連携を強化していくことが必要。
・障がいがあったら、親がずっと面倒を見るといった障がい者の自立支援に対する意識改
革が必要。
・地域における医療機関の不足や交通機関のアクセス問題などの課題解決への協力、地域
全体で知恵を出し合いながら支援体制を構築していくことが求められている。
・ケース会議などの連携体制や、地域の特性に応じたチーム支援が重要であると感じた。
・大家さんたちの安心の部分に対して、福祉サービス側が、地域定着とか緊急時対応とか
に役に立てるような、タッグを組むというところの関係性をどうやって作っていくか、協
議会として発信することの必要性を感じた。
・他領域との連携というところをポイントに、タッグを組んでスムーズにできるような動
きをやっていくのが、大分県自立支援協議会の取組と感じている。
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（ ）令和7年度 第1回 部会名

開催日時 令和7年７月２日（水）16：00～17：30

精神障がい者地域移行ワーキング

協議内容
（課題・問題点
・継続協議等）

課題・意見等

○医療と福祉の連携について
・精神科病院の職員への“精神障がいにも対応した地域包括支援システム”の周知が
必要
・障がい福祉サービスが増え、精神疾患について正しい理解が不足している事業所が
見られる（大分市・別府市）
・地域移行へのつなぎを上手く行うためにも医療と相談支援事業所との連携が必要
・65歳以降の地域移行を進めるには介護と福祉の連携も必要

対応（案）
・医療、福祉の各機関の取組や役割の理解、連携における課題を共有する場である
「医療と福祉の相互理解に向けた研修」を継続的に開催する（R7.10月ごろ実施予
定）。医療・保健・福祉の関係者に、幅広く参加希望者を募る

〇“精神障がいにも対応した地域包括支援システム”の協議の場について
・市町村の協議の場については、すでに存在している各市町村のメンタルヘルスの取
組をつないでいくことが必要＝点を線にする取組
・各層（市町村、保健所、県）の協議の場の連携が重要であり、市町村の協議の場で
出た意見のボトムアップの仕方が課題である
・介護保険分野では、特に他領域との連携が大切。
・各圏域で実情が違う。特に市町村での取組は格差が生まれている＝実情が似ている
地域をカテゴライズした対応が必要
・市町村の協議の場を継続可能な取組にするためには、基幹相談支援センターに活躍
していただきたい
・中核的人材（キーマン）と市町村職員（保健師）の人材育成が必要

対応（案）
・保健師への支援、バックアップとして、精神保健福祉センターの技術支援を活用し
てもらう
・にも包括構築推進に係る中核人材育成研修の継続開催し、各圏域における中核人材
の育成に取り組む（今年度はR7.7.7実施）
・障害福祉課職員と地域密着ADによる市町村・圏域訪問を実施し、市町村及び保健
所圏域における協議の場のバックアップを行う

開催場所 大分県庁舎　新館13階　136会議室

参加委員数 14人

主な議題等

【議　　事】
（1）大分県の精神障がい者の状況について
（2）大分県の精神障がい者の地域移行に関する取組について
（3）大分県自立支援協議会における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
　　  協議の場について
　　　○社会福祉法人　清流会　基幹相談支援事業所　アーチ　　石川　博一　氏
（4）各圏域の地域移行支援協議会の令和６年度実績・課題、令和７年度計画

【協議事項】
精神障がい者の地域移行に関する取組の検討（グループワーク）
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（ ）

協議内容
（課題・問題
点・継続協議

等）

②令和７年度の取組方針について
 【医療的ケア児の支援について】
【説明】
・医療的ケア児の支援施策について説明

【意見】
・医療的ケア児等コーディネーターは、相談支援専門員にやらせるという考えがあるの
か。別府市は、訪問看護士にもとらせていきたいと思っている。
→これまで、医療的ケア児等コーディネーターに対応を依頼しても断られるケースが多
かったことから、今回は、実働できる者にお願いしたい。相談支援専門員が普段の業務と
親和性が高いため実働しやすいと考えているが、実働できるのであれば訪問看護師でも構
わない。
・医療的ケア児等コーディネーターの存在や役割を周知させる必要がある。医療的ケア児
等コーディネーター養成研修に、コーディネーター以外の支援者も受講をさせたり、支援
者養成研修を隔年で実施したりする等の工夫をしてほしい。
→医療的ケア児等コーディネーターの周知は行っていきたい。今年度の養成研修には、医
療的ケア児等コーディネーター以外の支援者も受講可能にしたいと思っている。

令和7年度 第1回 部会名 子ども部会

開催日時 令和7年7月17日（木）10:00～11:00

大分県庁別館　Ｂ１１会議室

　９名中6名

医療的ケア児、発達障がい児への支援について
①令和６年度の取組結果について
②令和７年度の取組方針について

開催場所

参加委員数

主な議題等

②令和７年度の取組方針について
 【児童発達支援センター等地域支援体制整備事業】
【説明】
・「児童発達支援センター等地域支援体制整備事業」について説明。

【意見】
・児童発達支援センター等地域支援体制整備事業については、直接支援を行う発達障がい
者支援専門員と支援の調整を行う医療的ケア児等コーディネーターの派遣を併記すること
に違和感がある。役割が違うので、分けて記載すべきでは？
→役割の違いはあれど、こども園や保育園からの求めに応じて、支援者を派遣するという
ことから同じくくりとしていたが、発達障がい者支援専門員と医療的ケア児等コーディ
ネーターとの派遣目的の違いが分かるような書きぶりへの変更を検討する。

②令和７年度の取組方針について
 【発達障がい児の支援について】
【説明】
・発達障がい児の支援施策について説明

【意見】
・かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修について、この研修を受けて、その後普段の
診療の中で発達障がい診療の対応や助言・子育て相談などを行っているケースはどのくら
いあるか把握した方がよいのでは？
　発達障がい診断の対応可能な医療機関数の調査も必要だが、かかりつけ医等の普段の診
療の中での対応力の向上を図ることが本研修の目的だと考える。
　研修の実効性を高めるためには、医師会との連携も必要だと思う。
→研修の目的として、普段の診療の中で発達障がいに関する相談対応力の向上もあるの
で、今後の研修に活かすためにも研修修了機関または医師の実態調査を検討する。
・上記の調べる際は、あわせて受診対応年齢も調べて欲しい。
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部
会

1
0

こ
ど

も
部

会

1
1

こ
ど

も
支

援
部

会 8

こ
ど

も
支

援
部

会

7
－

児
童

支
援

部
会 5

こ
ど

も
部

会

4
こ

ど
も

部
会

5
こ

ど
も

部
会

2

こ
ど

も
支

援
部

会 4

地
域

生
活

地
域

移
行

・
地

域
定

着
支

援
部

会

1
2

生
活

支
援

部
会

（
未

開
催

）

地
域

生
活

支
援

部
会

（
未

開
催

）
－

地
域

生
活

支
援

部
会

1

生
活

支
援

部
会 1

地
域

生
活

部
会

1
1

く
ら

し
部

会

3

く
ら

し
支

援
部

会 5

地
域

生
活

・
権

利
擁

護
部

会 9

地
域

生
活

支
援

部
会

4

生
活

支
援

部
会 5

住
む

こ
と

部
会 4

地
域

生
活

支
援

部
会

6

地
域

生
活

支
援

部
会

1

地
域

生
活

支
援

部
会

3

精
神

関
係

－
－

－
－

精
神

障
が

い
者

支
援

部
会

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
精

神
保

健
福

祉
部

会

5

そ
の

他
当

事
者

部
会

1
2

計
画

策
定

専
門

部
会

（
未

開
催

）
－

－
－

差
別

解
消

推
進

部
会

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

地
域

生
活

支
援

部
会

（
拠

点
委

員
会

）

4
（
研

修
委

員
会

）

4
（
防

災
委

員
会

）

3
医

療
的

ケ
ア

検
討

会
議

3
当

事
者

ワ
ー

キ
ン

グ

4

１
　
令
和
６
年
度
　
市
町
村
自
立
支
援
協
議
会
開
催
実
績

障
が

い
福

祉
圏

域
東

　
部

中
　

部
豊

　
肥

西
　

部
北

　
部

市
 町

 村

自 立 支 援 協 議 会

全
体

会
2

定
例

会
3

事
務

局
会

議
1
2

専
門

部
会

－ － － － －

広
報

部
会

1
2
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南
 部

別
府

市
杵

築
市

国
東

市
姫

島
村

日
出

町
大

分
市

臼
杵

市
津

久
見

市
由

布
市

佐
伯

市
竹

田
市

豊
後

大
野

市
日

田
市

九
重

町
玖

珠
町

中
津

市
豊

後
高

田
市

宇
佐

市

4
2

2
1

3
2

未
定

2
2

2
2

2
3

2
3

5

7
1
2

2
－

1
2

－
－

－
－

2
－

2
－

－
－

－

1
2

－
1
2

－
1
2

－
未

定
2

6
5

1
2

未
定

1
2

1
2

－
7

相
談

相
談

支
援

部
会

1
2

－
地

域
課

題
共

有
／

発
見

会
議

9
－

－
相

談
支

援
部

会 4

相
談

支
援

部
会

1
1

－
相

談
支

援
部

会 3

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
部

会 9

－
相

談
支

援
部

会

1
2

相
談

部
会

6

相
談

支
援

部
会 5

相
談

支
援

部
会 2

相
談

支
援

部
会 6

就
労

就
労

部
会

1
2

就
労

支
援

部
会 3

就
労

支
援

部
会 8

－
就

労
支

援
部

会 3

就
労

支
援

部
会 2

就
労

部
会

1
0

し
ご

と
部

会

1
0

し
ご

と
支

援
部

会 4

就
労

支
援

部
会

1
0

就
労

支
援

部
会 4

就
労

支
援

部
会 6

就
労

・
移

送
部

会 6

就
労

支
援

部
会 1

就
労

支
援

部
会 2

就
労

支
援

部
会 4

こ
ど

も
子

ど
も

支
援

部
会

1
2

子
ど

も
支

援
部

会 3
－

－
子

ど
も

支
援

部
会 3

子
ど

も
部

会
（
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
検

討
会

を
含

む
）

2

児
童

部
会

1
0

こ
ど

も
部

会

1
1

こ
ど

も
支

援
部

会 6

こ
ど

も
支

援
部

会

7
－

児
童

支
援

部
会 5

子
ど

も
部

会

4
こ

ど
も

部
会

6
こ

ど
も

部
会

2

こ
ど

も
支

援
部

会 4

地
域

生
活

地
域

移
行

・
地

域
定

着
支

援
部

会

1
2

生
活

支
援

部
会 1

地
域

生
活

支
援

部
会

3
－

地
域

生
活

支
援

部
会

5

生
活

支
援

部
会 2

地
域

生
活

部
会

1
1

く
ら

し
部

会

3

く
ら

し
支

援
部

会 5

地
域

生
活

支
援

部
会

兼
合

同
部

会

1
0

地
域

生
活

支
援

部
会

4

生
活

支
援

部
会 5

住
む

こ
と

部
会

随
時

地
域

生
活

支
援

部
会

5

地
域

生
活

支
援

部
会

2

地
域

生
活

支
援

部
会

3

精
神

関
係

－
－

－
－

精
神

障
が

い
者

支
援

部
会

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
精

神
保

健
福

祉
委

員
会

3

そ
の

他
当

事
者

部
会

1
2

－
－

－
－

差
別

解
消

推
進

部
会

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

地
域

生
活

支
援

部
会

（
防

災
委

員
会

）

2
多

領
域

連
携

部
会

4
（
拠

点
委

員
会

）

2
医

療
的

ケ
ア

検
討

会
議

3
当

事
者

ワ
ー

キ
ン

グ

4

市
 町

 村

自 立 支 援 協 議 会

全
体

会
2

定
例

会
3

事
務

局
会

議
1
2

専
門

部
会

お
と

な
部

会

4 －

こ
ど

も
部

会

4 － －

広
報

部
会

1
2

２
　
令
和
７
年
度
　
市
町
村
自
立
支
援
協
議
会
開
催
計
画

障
が

い
福

祉
圏

域
東

　
部

中
　

部
豊

　
肥

西
　

部
北

　
部
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障がい者差別解消にかかる県内各市町村の
取組状況について

議題２
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障がい者の権利擁護についての大分県の取組について 

〇障がい者差別解消にかかる市町村の取組状況に関するアンケートについて 

令和６年１２月２７日に「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動

計画」（別添１参照）が策定されるとともに、内閣府から各都道府県に対し、管内市町村におけ

る職員向け対応要領の策定や、相談窓口・地域協議会の設置等についての支援・働きかけの

依頼が行われた（別添 2 参照）。 

内閣府の行動計画をうけ、大分県として、市町村における現時点での取組状況を把握する

ため市町村アンケートを実施したもの。 
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○アンケート結果 

【質問①：各市町村の障害者差別解消法第 10 条に係る職員対応要領の策定状況】 

・18 市町村全てで策定済。 

【質問②：各市町村の障がい者差別に関する相談窓口について】 

・各市町村の福祉施策関係課が一義的な相談窓口としての役割を担っている。 

【質問③：市町村の相談窓口で受理した相談件数及び相談内容等（※）について】 

※相談件数については、その他相談（成年後見人関係や児童相談所関連事案等）が最多。 

※合理的配慮に関する相談がある場合の対応 

⇒市町村職員が事業者を直接訪問し、助言指導等を実施したり、大分県障がい者差別解

消権利擁護推進センターと連携して対応する等で相談解決に向けた取組をしている。 

合理的配慮 不当な差別的取り扱い その他の相談 計

大分市 1 0 1 2

別府市 0 0 0 0

中津市 0 0 0 0

日田市 2 0 1 3

佐伯市 0 0 2 2

臼杵市 0 0 0 0

津久見市 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0

豊後高田市 不明 不明 不明

杵築市 0 0 0 0

宇佐市 0 0 0 0

豊後大野市 0 0 23 23

由布市 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0

姫島村 0 0 0 0

日出町 1 0 0 1

九重町 0 0 4 4

玖珠町 0 0 0 0

市町村の窓口で受理した相談内容
市町村名
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【質問④障害者差別解消法 17 条にかかる差別解消支援地域協議会の設置状況】 

・設置済：別府市（単独で設置）、竹田市（単独で設置）、杵築市（単独で設置） 

      九重町・玖珠町（九重町・玖珠町間にて共同で設置）の計 3 市、2 町 

・未設置：大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、 

宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町の計 13 市町村 

※未設置理由 

 ⇒自立支援協議会を活用しているため設置していない。 

   相談件数が少ないため設置していない。         等 

～障害者差別解消法第 10 条（地方公共団体等職員対応要領）～ 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公

共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び附則第四条において

「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

～障害者差別解消法第 17 条（障害者差別解消支援地域協議会）～ 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事

務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機

関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための

取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組

織することができる。 
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多様な働き方検討会（ＰＴ）の設置について

議題３

- 46 -
         



大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
多
様
な
働
き
方
検
討
会
PT

開
催
目
的
（
案
）

こ
れ
ま
で
、
大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
で
は
親
会
に
て
、

障
が
い
の
あ
る
方
の
就
労
支
援
に
つ
い
て
協
議
の
場
の

必
要
性
が
度
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
、
大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
で
は
親
会
に
て
、

障
が
い
の
あ
る
方
の
就
労
支
援
に
つ
い
て
協
議
の
場
の

必
要
性
が
度
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。

大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
で
は
、
課
題
別
の
協
議
の
場

と
し
て
就
労
支
援
部
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で

あ
る
。

大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
で
は
、
課
題
別
の
協
議
の
場

と
し
て
就
労
支
援
部
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で

あ
る
。 ま
ず
は
部
会
設
置
の
必
要
性
や
、
大
分
県
の
障
が
い
が

あ
る
方
の
就
労
に
関
す
る
課
題
や
問
題
点
の
洗
い
出
し

を
行
う
為
、
多
様
な
働
き
方
検
討
会
（
Ｐ
Ｔ
）
を
設
置

す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
は
部
会
設
置
の
必
要
性
や
、
大
分
県
の
障
が
い
が

あ
る
方
の
就
労
に
関
す
る
課
題
や
問
題
点
の
洗
い
出
し

を
行
う
為
、
多
様
な
働
き
方
検
討
会
（
Ｐ
Ｔ
）
を
設
置

す
る
こ
と
と
す
る
。
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取
り

組
み

内
容

（
案

）

〇
大

分
県

の
障

が
い

の
あ

る
方

の
就

労
に

関
す

る
課

題
や

問
題

点
の

洗
い

出
し

・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
（

就
労

支
援

部
会

）
か

ら
見

え
て

き
た

広
域

的
な

課
題

の
整

理
〇

障
が

い
の

あ
る

方
の

チ
ャ

レ
ン

ジ
を

応
援

・
障

が
い

の
あ

る
方

の
想

い
を

保
障

（
権

利
擁

護
）

・
就

労
選

択
支

援
の

県
内

の
体

制
整

備
等

・
高

齢
障

が
い

者
の

働
く

機
会

を
保

障
・

経
験

の
専

門
家

と
し

て
の

働
く

機
会

の
創

造
（

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

）
・

超
短

時
間

労
働

に
伴

う
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
併

用
に

つ
い

て
〇

福
祉

現
場

か
ら

の
一

般
就

労
へ

の
押

上
・

A型
、

B型
問

題
の

洗
い

出
し

・
総

量
規

制
〇

就
労

継
続

支
援

の
多

様
な

授
産

項
目

の
創

造
・

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム

大
分
県
自
立

支
援
協
議
会

（
親
会
）

大
分
県
障
が
い
者

雇
用
支
援

合
同
会
議

・
PT
の
報
告
内
容
に
つ
い
て
の
評
価

・
PT
の
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
の
協
議
及
び
決
定

⇒
大
分
県
障
害
者
雇
用
支
援
合
同
会
議
へ
取
り
組
み
報
告

※
課
題
洗
い
出
し
が
メ
イ
ン
で
、
そ
の
取
り
組
み
（
部
会
等
）
ま
で
は
で
き
な
い
た

め
、
施
策
提
案
は
難
し
い
可
能
性
あ
り

・
大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
施
策
の
検
討
を
行
う

・
令
和
７
年
度
に
つ
い
て
は
、
１
回
目
の
PT
の
結
果
を
報
告
、
洗
い
出
し
た
課
題

や
現
場
か
ら
の
要
望
に
つ
い
て
伝
え
る

・
令
和
８
年
度
以
降
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
２
月
の
自
立
支
援
協
議
会
で
協
議

・
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
前
年
度
の
取
組
及
び
当
該
年
度
の
１
回
目

の
PT
の
結
果
を
報
告
。

・
大
分
県
の
障
が
い
の
あ
る
方
の
就
労
に
関
す
る
課
題
や
問
題
点
の
洗
い
出
し
を

行
う

・
多
様
な
働
き
方
に
つ
い
て
の
意
見
交
換

・
抽
出
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、
今
後
の
取
り
組
み
内
容
の
必
要
性
の
協
議

・
大
分
自
立
支
援
協
議
会
に
報
告
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〇
第
１
回
（
８
月
２
０
日
)

・
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認

・
多
様
な
働
き
方
等
に
つ
い
て
の
協
議
（
課
題
の
洗
い
出
し
）

〇
第
２
回
（
１
月
～
２
月
頃
）

・
前
回
会
議
以
降
の
各
PT
メ
ン
バ
ー
の
取
り
組
む
内
容
の
把
握

・
自
立
支
援
協
議
会
（
親
会
）
報
告
に
向
け
た
ま
と
め

〇
第
３
回
（
必
要
に
応
じ
て
開
催
）

・
自
立
支
援
協
議
会
（
親
会
）
の
評
価
・
決
定
事
項
を
踏
ま
え
開
催

・
自
立
支
援
協
議
会
（
親
会
）
に
て
PT
解
散
の
決
定
の
場
合
は
開
催
し
な
い
も
の
と
す
る

※
第
1回

目
の
自
立
支
援
協
議
会
に
お
い
て
、
メ
ン
バ
ー
や

議
題
に
つ
い
て
報
告
、
承
認
を
経
て
Ｐ
Ｔ
１
回
目
を
実
施
。

→
雇
用
合
同
会
議
が
令
和
７
年
度
は
夏
実
施
（
８
月
末
予
定
）

の
た
め
、
雇
用
合
同
会
議
の
前
に
１
回
目
を
開
催
す
る
こ
と

で
、
会
議
で
内
容
の
報
告
が
可
能
と
な
る
よ
う
日
程
調
整

１
回
目
議
題
内
容
に
つ
い
て
は
、

①
一
般
就
労
施
策
の
報
告

②
就
労
選
択
支
援

③
A型

B型
の
事
業
所
の
現
状
把
握

の
３
本
と
す
る
。
時
間
は
2時

間
程
度
を
想
定
。
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